
どう変わるの？
いつから変わるの？

単身世帯の例

1人暮らし
月8㎥の使用
1人暮らし
月8㎥の使用

4人世帯の例

月20㎥の使用月20㎥の使用

見直し後
水道料金
下水道料金
消費税
合　計

1,760円
1,248円
300円
3,308円

現　行
水道料金
下水道料金
消費税
合　計

1,760円
905円
266円
2,931円

見直し後
水道料金
下水道料金
消費税
合　計

4,400円
3,120円
752円
8,272円

現　行
水道料金
下水道料金
消費税
合　計

4,400円
2,333円
662円
7,395円

377円の値上がり

877円の値上がり

※毎月の請求は水道料金と下水道使用料を
　合算した金額です。

公
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町
で
は
、５
年
に一度
、健
全
な
運
営
を
図

る
た
め
上
下
水
道
事
業
審
議
会
を
開
催
し
、

使
用
料
等
の
審
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。令

和
３
年
度
に
開
催
し
た
審
議
会
答
申
を
受

け
て
、下
水
道
使
用
料
の
町
の
方
針
と
今
後

の
予
定
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〜
毎
年
４
，８
０
０
万
円
の
赤
字
を
解
消
す
る
た
め
に
〜

下水道を
ご利用されている
皆さまへ　　

　

下
水
道
は
日
常
生
活
や
企
業

の
経
済
活
動
に
直
結
し
て
い
る

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
将
来

に
わ
た
り
持
続
可
能
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
、
次
世
代
に
つ
な

い
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
本
年
度
よ
り
、
官

庁
方
式
の
特
別
会
計
か
ら
、
独

立
採
算
制
を
原
則
と
す
る
公
営

企
業
会
計
へ
移
行
し
ま
し
た
。

　

本
会
計
で
は
、
経
営
・
資
産

等
の
状
況
の
正
確
な
把
握
を
す

る
た
め
減
価
償
却
費
等
を
新
た

に
計
上
す
る
必
要
が
あ
り
、
現

在
の
下
水
道
使
用
料
の
収
入
の

ま
ま
で
は
、
約
４
８
０
０
万
円

の
財
源
不
足
（
赤
字
）
が
発
生

し
ま
す
。

　

加
え
て
、
事
業
開
始
か
ら
、

今
年
で
45
年
が
経
過
し
、
下
水

道
管
や
ポ
ン
プ
場
な
ど
下
水
道

施
設
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
ま

す
。
今
後
、
更
新
工
事
な
ど
を

行
う
た
め
の
資
金
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
、
急
激
な
値
上
げ
を
行
う
こ

と
は
難
し
い
と
判
断
し
、
当
面

の
間
は
、
財
源
不
足
分
の
約
３

割
を
利
用
者
に
ご
負
担
い
た
だ

き
、
残
り
の
約
７
割
は
、
町
の

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
（
税

金
）
で
負
担
す
る
方
針
で
検
討

し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯

町
の
方
針
と
今
後
の
予
定

下水道使用料の見直し後の単価（案）

現行使用料
家事用

基本使用料 月額8㎥まで 905円
超過使用料 1㎥につき 119円

家事用以外
基本使用料 月額8㎥まで 905円

超過使用料
9〜20㎥ 1㎥につき 119円
21〜50㎥ 1㎥につき 157円
51㎥以上 1㎥につき 210円

見直し後
現行使用料

家事用
基本使用料 月額8㎥まで 1,248円
超過使用料 1㎥につき 156円

家事用以外
基本使用料 月額8㎥まで 1,248円

超過使用料
9〜20㎥ 1㎥につき 156円
21〜50㎥ 1㎥につき 166円
51㎥以上 1㎥につき 176円

➡

（1か月あたり・消費税抜き）

　

そ
の
後
は
、
３
年
後
を
目
途

に
、
社
会
情
勢
や
下
水
道
事
業

の
中
長
期
的
な
経
営
状
況
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
適
正
な
使
用
料

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

財
源
不
足
分
を
補
う
た
め

に
、
使
用
料
へ
反
映
す
る
と
、

約
１
・
８
倍
の
値
上
げ
と
な
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
現
在
の
社
会
情
勢

や
利
用
者
の
負
担
を
考
慮
す
る

笑顔 幸せ みんなでつくる あったかす 4
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私
の
家
庭
は
４
人
家
族

で
す
。
上
下
水
道
料
金

は
い
く
ら
に
な
り
ま
す
か
？

４
人
家
族
で
の
平
均
使

用
量
を
１
カ
月
に
つ
き

20
㎥
と
し
た
場
合
、
上
下
水

道
料
金
は
７
３
９
５
円
か
ら

８
２
７
２
円
と
な
り
、
８
７
７

円
の
値
上
げ
と
な
り
ま
す
。

他
の
市
町
村
と
比
べ

て
、
鷹
栖
町
の
下
水
道

使
用
料
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す

か
？

下
水
道
使
用
料
（
20
㎥

／
１
か
月
）
は
、
令

和
３
年
現
在
の
全
道
平
均
は

３
５
７
０
円
（
税
込
）。
鷹
栖

町
は
見
直
し
後
３
１
２
０
円

で
、
全
道
１
７
３
市
町
村
中
、

安
価
な
方
か
ら
数
え
て
68
番
目

で
す
。

住民説明会を開催します

■時間　午後６時30分から
■場所　北野地区住民センター
　　　　中会議室

●お問合せ
　建設水道課管理係
　☎74-3312

い
つ
か
ら
下
水
道
料
金

が
変
わ
り
ま
す
か
？

下
水
道
使
用
料
金
の
条

例
改
正
案
を
６
月
の
鷹

栖
町
議
会
定
例
会
に
上
程
予
定

で
す
。
可
決
さ
れ
ま
す
と
実
際

の
支
払
い
は
11
月
請
求
分
（
10

月
使
用
分
）
か
ら
の
変
更
と
な

り
ま
す
。

北
野
地
区
会
場

下水道事業や料金に関する詳細は
こちらから▶

5月18日（水）

■時間　午後６時30分から
■場所　鷹栖地区住民センター
　　　　多目的活動室1・2

鷹
栖
地
区
会
場

5月19日（木）
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